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三
号 
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次
改
正 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
水
道
事
業
管
理
者
（
以

下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を

定
め
、
も
っ
て
責
任
の
所
在
を
明
確
に
し
、
合
理
的
か
つ
能
率
的
な
事
務
の
処
理
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

決
裁 

管
理
者
が
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
関
し
、
意
思
決
定
す
る
こ
と
。 

二 

専
決 

副
局
長
、
局
次
長
又
は
課
長
（
以
下
「
専
決
者
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
規

程
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
責
任
の
範
囲
内
の
事
務
に
つ
い
て
意
思
決
定
す
る
こ
と
。 

三 

代
決 

管
理
者
又
は
前
号
の
専
決
者
が
不
在
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
規
程
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
者
（
以
下
「
代
決
者
」
と
い
う
。
）
が
意
思
決
定
す
る
こ
と
。 

四 

不
在 

管
理
者
、
専
決
者
又
は
前
号
の
代
決
者
が
出
張
、
病
気
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
、
決
裁
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
。 

（
決
裁
事
項
） 

第
三
条 

管
理
者
の
決
裁
事
項
及
び
専
決
者
の
専
決
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

２ 

こ
の
規
程
に
定
め
る
専
決
事
項
で
あ
っ
て
も
、
重
要
若
し
く
は
異
例
な
も
の
、
又
は 

解
釈
上
疑
義
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
の
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
類
推
専
決
） 

第
四
条 

専
決
者
は
、
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
な
い
事
項
で
あ
っ
て
も
、
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
専
決
事
項
に
準
じ
て
処
理
す
べ
き
事
項
と
類
推
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
代
決
の
順
位
） 

第
五
条 

決
裁
者
が
不
在
の
と
き
の
代
決
の
順
位
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

課

長

局

次

長

副

局

長

管

理

者

決
　
裁
　
者

副
課
長
、

係
長

課
長
、

副
課
長

局
次
長
、

課
長

副
局
長
、

局
次
長

代
　
決
　
の
　
順
　
位

 

（
代
決
の
禁
止
） 

第
六
条 

各
職
位
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
代
決
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
指
定
し
た
も
の
に
つ
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い
て
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
、
代
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
代
決
の
報
告
） 

第
七
条 

代
決
者
は
、
代
決
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
決
裁
者
又
は
専
決
者
に
報
告
し
、

又
は
関
係
文
書
を
決
裁
者
又
は
専
決
者
の
閲
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
決
裁
及
び
合
議
の
手
続
） 

第
八
条 

決
裁
は
、
起
案
者
か
ら
順
次
直
属
上
位
の
職
位
の
検
討
を
経
て
受
け
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
、
関
係
職
位
と
協
議
及
び
調
整
す
る

必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
起
案
者
は
、
直
属
上
位
の
職
位
の
検
討
及
び
決
裁
を

受
け
た
後
、
関
係
職
位
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

決
裁
を
受
け
る
べ
き
事
案
が
、
市
の
事
務
部
局
に
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
回
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
前
協
議
） 

第
九
条 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
合
議
を
要
す
る
事
項
の
う
ち
、
通
常
の
合
議
で

は
関
係
職
位
と
の
協
議
及
び
調
整
が
十
分
行
わ
れ
難
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
起
案
者
は

起
案
前
に
協
議
し
、
意
見
の
調
整
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
事
前
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
合
議
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
宇
部
市
上
下
水
道
局
事
務
決
裁
規
程
の
廃
止
） 

２ 

宇
部
市
上
下
水
道
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
二
十
六
年
管
理
規
程
第
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則
（
第
一
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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